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達磨寺方丈魅力化及びオリーブ収穫祭事業 業務委託仕様書 

 

１ 趣  旨 

本業務は、達磨寺の方丈を活用し、アート展を開催することで、王寺町及び達磨寺の魅

力を発信していく。また、一般社団法人王寺まちづくり(※1)と連携し、現在達磨寺の方丈

で実施されている座禅・写経・写仏体験の広報を行い、継続的に参加してもらえる仕組み

を確立させる。そして、昨年度に〈OJICHO WOOD〉(※2)のコンセプトをもとに制作さ

れた各種だるま・特産品を、より効果的にＰＲするとともに販売経路を拡大させ、さらに

は新たな特産品も開発する。また、王寺町でオリーブの生産を手がけるヤマトファーム株

式会社(※3)と連携し、オリーブの収穫祭等の企画・運営を行うとともに、明神山を活用し

た飲食イベントも開催し、王寺町及び特産品のさらなる認知度向上を目指す。 

 

 

２ 募集する企画提案の内容 

 

達磨寺方丈を活用したアート展の開催 

（１）概  要 

     昨年度開催したアート展の第 2 回目として、達磨寺の方丈、方丈の庭及び参道

等を活用し、一定期間アート展を開催して総合的に演出することにより、達磨寺を

PR し、SNS や動画配信等での拡散を促進して、認知度のさらなる向上を目指す。

また、方丈だけでなく、他エリアでの作品展示及び明神山でのイベントも同時開催

し、王寺町全体で芸術祭を楽しめるよう企画・運営を行う。 

（２）開催場所及び開催日時 

    開催場所：達磨寺方丈及び参道、明神山など 

    開始日時：令和４年１０月２９日（土）から令和４年１１月１３日（日）まで。 

（※王寺町文化祭、（仮称）ダルマフェスティバルに併せて開催） 

 （３）業務委託内容 

   ①地域のアーティストの募集 

    ・達磨寺の魅力発信のみならず、地域のアーティストの活躍の場となるように、ア 

ーティストの募集及び選定を行うこと。 

・アーティストの決定については、本協会及び達磨寺と協議を行うこと。 

   ②総合演出 

 ・達磨寺方丈だけでなく、他エリアの活用及び明神山でのイベントを同時開催し、 

王寺町全体を盛り上げるような工夫を行うこと。 

    ・次年度以降も継続してアート展が開催できるような仕組みづくりを企画に盛り 

込むこと。 
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    ・展示品の防犯対策を徹底するとともに、作品の盗難や破損に対応できる保険等へ 

の加入を検討するなど、イベント開催に際し、作品を安全に管理すること。 

    ・イベントの開催に際し、制作する看板やのぼり等は、次年度以降も使用できる内 

容にすること。また、制作した看板やのぼり等は、事業終了後に本協会へ納品す 

ること。 

   ③アート展の PR・達磨寺の発信 

    ・一般社団法人王寺まちづくりと連携を行い、SNS や動画配信等を活用した情報 

発信を効果的に行うこと。 

・また、コロナ対策として SNS や動画配信等を活用して自宅からでも楽しめるア

ート展となるように工夫を行うこと。 

 

 

達磨寺方丈を活用した座禅及び写経・写仏体験の効果的な広報 

（１）概  要 

  達磨寺（奈良県北葛城郡王寺町本町２丁目１－４０）は、臨済宗南禅寺派の寺院で

あり、オリジナルの体験プログラムとして、座禅や写経・写仏の体験を実施している。

現在は、座禅等の日程調整や予約管理など、一般社団法人王寺まちづくりに運営を一

任しているが、座禅体験や写経・写仏体験について、あまり認知されておらず、参加

者が少ない状況である。そこで、座禅体験・写経・写仏体験により多くの方に気軽に

体験していただけるように開催日等についても調整を行い、より効果的な広報を行

う。事業終了後も継続して参加してもらえる仕組みづくりを行う。 

① 座禅体験の開催日等検討 

現在、毎月１回（第２月曜）、達磨寺方丈で、座禅の講師（千手院 福田住職） 

を招いた座禅体験を事前申し込み制、各回定員２５名として実施しているが、一 

般社団法人王寺まちづくり及び座禅講師と調整し、参加者が増えるように開催 

日等を検討する。 

    ② 座禅体験及び写経・写仏体験の広報 

      現在、達磨寺方丈では、座禅体験及び写経体験、４種類（聖徳太子・達磨大師・

千手観音・雪丸）の写仏体験を実施している。開催案内や予約方法等を含め、参

加者が増加するような効果的な広報を行う。 

（２）委託業務内容 

    ①座禅体験の開催日検討 

・毎月の座禅体験について、参加人数を取りまとめるとともに、座禅の講師及び

一般社団法人王寺まちづくりと調整し、より多くの参加が見込まれる曜日へ

の移行を検討する。 

・開催日変更に伴う料金変更については、本協会と協議の上決定すること。 
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    ②座禅体験及び写経・写仏体験の広報 

     ・定期的な座禅体験、常時写経・写仏体験が行える寺として、マスメディアやＳ

ＮＳ、ブログ等のインターネットツールを最大限活用した積極的なＰＲを行

うこと。 

 

 

コロコだるま・ゆきまりだるま・コロコの願い札、コロコだるま絵付け体験 

(※4)の効果的なＰＲ及び販売経路拡大 

（１）概  要 

  達磨大師の伝説が残る達磨寺。その達磨寺を親しみやすくＰＲするため、昨年度完

成した「コロコだるま」「ゆきまりだるま」「コロコの願い札」（以下「各種だるま」

という。）の制作ワークショップ等を行い効果的な広報を行うとともに、製造元の「な

ないろサーカス団」と調整しながら、〈OJICHO WOOD〉の取り組みを持続させ、さ

らに販売経路の拡大等の検討を行うこと。また、「コロコだるま」を使った絵付け体

験についても広報を行い、体験者の増加を目指すこと。   

（２）委託業務内容 

   ①各種だるま及び絵付け体験のＰＲ 

 ・各種だるま及び絵付け体験について、制作ワークショップ等を開催し、〈OJICHO  

WOOD〉の取り組みを十分に周知し、購入者が増えるような効果的なＰＲを行 

うこと。 

②各種だるまの販売経路拡大 

    ・各店舗の販売実績を毎月集約し報告すること。なお、事業終了後は、「なないろ 

サーカス団」に報告事務を引継ぐこと。 

    ・販売経路の拡大を検討するにあたり、作り手のスキルアップ研修等を行うこと。 

    ・「なないろサーカス団」と調整しながら、新たな販売経路拡大を検討すること。 

 

 

新規特産品の開発 

（１）概  要 

   昨年度、〈OJICHO WOOD〉のコンセプトをもとに、達磨寺及び王寺町の魅力を

伝える特産品（各種だるま及びサービングボード等(※5)）を制作した。本年度、さ

らに新たなの特産品の開発を行う。 

 （２）業務委託内容 

   ①新規特産品の開発 

    ・王寺町の新たな特産品を開発し、本協会に納品すること。なお、納品数について 

は、提案によるものとし、契約締結時に本協会と協議のうえ決定すること。 

    ・特産品の内容及び販売価格等の詳細は、提案によることとする。 

    ・効果的な販売方法を提案すること。 
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オリーブ収穫祭の実施及び飲食イベントの開催 

（１）概  要 

     王寺町の新たな特産物を広く周知するため、ヤマトファーム株式会社及び連携

大学や関係団体と調整を行い、オリーブの収穫体験イベントを実施する。併せて、

明神山山頂で飲食イベントを開催すること。また、連携大学が提案したレシピや教

室開催等を含めたオリーブ関連イベントについて効果的なＰＲを行うとともに明

神山のＰＲにもつなげ、認知度の向上を目指す。 

（２）開催場所及び開催日時 

    開催場所：まほろばオリーブ園(※3)、明神山 

    開始日時：令和４年１１月１３日（日）に実施。 

（※収穫時期・アート展に併せて開催。） 

 （３）業務委託内容 

   ①オリーブ収穫祭の企画・運営 

    ・まほろばオリーブ園にてオリーブの収穫祭を開催すること。 

    ・次年度以降も継続してオリーブ収穫祭が開催できるような仕組みづくりを企画 

に盛り込むこと。 

    ・オリーブ収穫祭の内容（摘み取り体験、苗の販売等）及び開催日数等の詳細は、 

事前にヤマトファーム株式会社と調整を行ったうえでの提案を行うこと。 

    ・オリーブ収穫祭の開催に伴い、効果的な広報を行うことで認知度を向上させると 

ともに、参加者の募集等を行うこと。 

    ・イベントの開催に際し、制作する看板やのぼり等は、次年度以降も使用できる内 

容にすること。また、制作した看板やのぼり等は、事業終了後に本協会へ納品す 

ること。 

   ②明神山山頂での飲食イベントの企画・運営 

    ・同時期開催のアート展とコンセプトを共有し、王寺町全体の調和がとれたものに 

すること。 

    ・町内飲食事業者と連携し、飲食店で販売できるメニューを開発すること。 

・連携大学が提案した王寺町産オリーブオイルを使用したレシピのＰＲを行うと 

ともに、明神山山頂にて飲食イベントを開催すること。 

    ・王寺町食品衛生協会と連携して実施する家事男子応援料理教室のＰＲを行う。 

 

 

３ 定期ミーティング（業務報告会） 

 本業務の進め方の協議や進行管理・成果等について、常に本協会と連携を図り、情報共有

をしながら適切な業務が遂行されるよう、適宜、原則王寺町地域交流センターにて定期ミー

ティングを行い、受託者は終了後速やかに、受託者の負担において議事録を提出すること。 
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４ その他運営上の要件 

（１）実施体制 

実施体制には、業務責任者を置き、業務全般の活動を一元化（トータルコーディネ

ート）すること。 

（２）事業計画書の作成 

契約締結後、事業計画書を作成し、提出すること。 

（３）業務完了報告書の作成 

本事業に関して事業効果検証を実施し、事業終了後速やかに業務完了報告書を作 

   成のうえ、提出すること。 

（４）新型コロナウイルス対応 

    ・コロナ禍の渦中であることを踏まえ、イベント等を実施する際には本協会、その 

他関係者と綿密に調整し、感染拡大防止策を徹底したうえで、運営を行うこと。 

    ・体験時に検温、手指の消毒、参加者の住所の聞き取り等、コロナウイルスの感染 

拡大防止策を徹底できる体制を整えること。 

  ・会場に設置するアルコール除菌液や検温器、アクリル板等、コロナウイルスの感 

染拡大防止のための備品等は、受託者側で用意すること。 

    ・コロナウイルスの感染拡大防止のための人数制限や、ソーシャルディスタンス 

の確保等の呼びかけなど、コロナ禍における開催に必要な広報を事前及び当日、 

十分に行うこと。 

 

 

５ 契約に関する条件等 

（１）再委託等の制限 

  受託者は、本業務の全部又は一部を再委託若しくは請負わせてはならない。ただし、

業務の一部を再委託若しくは請負わせる場合において、事前に書面にて報告し、本協

会の承諾を得たときは、この限りではない。 

（２）成果品の利用及び著作権 

①受託者は、委託業務の成果物に対し、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条

（複製権）、第２３条（公衆送信権等）、第２６条の２（譲渡権）、第２６条の３（貸

与権）、及び第２８条（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）に規定する権

利を、成果物の納入、検査合格後、直ちに本協会に無償で譲渡するものとする。 

②受託者は、本著作物に関する著作者人格権を行使しないものとする。 

③受託者は、成果物が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成果物に

関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。 
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（３）業務の履行に関する措置 

本協会は本業務（再委託した場合を含む）の履行につき著しく不適当と認められると

きは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこと

を要求することができる。受託者は、上記要求があったときは、当該要求に係る事項

について対応措置を決定し、その結果を要求のあった日から１０日以内に王寺町観

光協会に書面で通知しなければならない。 

（４）機密の保持 

受託者は、本業務（再委託した場合を含む）を通じて知り得た情報を機密情報として

扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に

関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措

置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。 

 

 

６ 事業費限度額と支払方法 

（１）事業費限度額 

   ７，７００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    

（２）支払方法 

   業務完了確認後、全額を払うものとする。 
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※１ 一般社団法人王寺まちづくり 

    令和 3 年 11 月 2 日に設立。令和 4 年度は王寺町から補助金を受けて運営。事業

内容は、「達磨寺方丈ファンクラブ」及び「王寺ミラクル 100」の運営である。「達磨

寺方丈ファンクラブ」運営事業では、座禅会・写経・写仏の管理運営（募集、受付、

運営、講師への謝金支払等）や達磨寺方丈の貸出管理、王寺マルシェの開催等を行う。

「王寺ミラクル 100」運営事業では、ichigo レンタルボックスへの出店管理、起業支

援講座の開催等を行う。 

 

※２ OJICHO WOOD 

       王寺町の木でつくるプロダクトを、〈OJICHO WOOD〉と名付け、王寺町に 

ある里山を維持するために、間伐材・町内危険木を利用してつくっている。製造は 

王寺町の障がい者福祉施設（なないろサーカス団）が担い、その売上の一部は王寺 

町の森林保全活動に活用し、材料調達から製造まで全ての工程を町内で担い、無理 

のない形で自然と人を繋ぐことを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ ヤマトファーム株式会社、まほろばオリーブ園 

    令和 4 年 3 月 1 日に設立。主にオリーブの栽培及びオリーブ関連商品製造販売 

を行う。オリーブ畑は南元町 2 丁目付近にある法面にあり、約 960 本のオリーブ 

が植えられている。令和 4 年 3 月 15 日、公募によりオリーブ畑の愛称が「まほろ 

ばオリーブ園」に決定した。 
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※４ コロコだるま、ゆきまりだるま、コロコの願い札、コロコだるま絵付け体験 

   令和3年度に「touch darumaji」プロジェクトの中で誕生したキャラクターで、

令和 4 年 4 月 1 日より達磨寺及びオンラインストアで販売されている。また、コ

ロコだるまについては、町内にある雪丸茶屋にて絵付け体験も実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５ サービングボード、木になる積み木、コースター 

   〈OJICHO WOOD〉のコンセプトをもとに、令和 3 年度に下記の特産品を開発し、

令和 4 年 4 月 20 日から店頭及びオンラインストアで販売されている。 

 

 

 

①サービングボード 

販売価格 1,715円（税込） 

②木になる積み木 

販売価格 3,430円（税込） 

神宮寺ダル子 

（アーティスト：津田井美香） 
コロコ 

（アーティスト：にゆ） 

③コースター 

販売価格 715円（税込） 

①コロコだるま 

販売価格 1,200円（税込） 

③コロコの願い札 

販売価格 500円（税込） 

②ゆきまりだるま 

販売価格 1,200円（税込） 

④コロコの絵付け体験 

販売価格 1,000円（税込） 

⑤少女漫画だるま 

販売価格 4,500円（税込） 


